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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料容器内の燃料保有量を検出する手段と、車両の走行距離を検出する手段と、燃料保
有量の変化量から求めた燃料消費量と走行距離とを電気信号に変換して取り出し、これら
電気信号から燃費を計算する演算装置とを備えた車両の燃費検出装置であって、容器の天
井に当該燃料容器の直胴部に対して平行で、かつ燃料容器の容量測定上の中心点（以下、
「容量重心点」と略す）を通る線上の燃料液面位置を非接触で検出する手段を取り付けて
なることを特徴とする車両の燃費検出装置。
【請求項２】
前記燃料保有量を非接触で検出する手段が、超音波を使用したものであることを特徴とす
る請求項１に記載の車両の燃費検出装置。
【請求項３】
前記燃料保有量を非接触で検出する手段が、レーザを使用したものであることを特徴とす
る請求項１に記載の車両の燃費検出装置。
【請求項４】
前記燃料容器内の燃料保有量を検出する手段の近傍に、円筒状または角筒状の緩衝装置を
備えることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の車両の燃費検出装
置。
【請求項５】
　算出された燃費を表示する表示装置を備えることを特徴とする請求項１から請求項４の
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いずれか１項に記載の車両の燃費検出装置。
【請求項６】
少なくとも燃料容器内の燃料保有量を検出する手段と、車両の走行距離を検出する手段と
、燃料保有量の変化量から求めた燃料消費量と走行距離とを電気信号に変換して取り出し
、これら電気信号から燃費を計算する演算装置を備えた車両の燃費検出装置を使用して、
燃料容器の直胴部に対して平行で、かつ燃料容器の容量測定上の中心点（以下、「容量重
心点」と略す）を通る線上の燃料液面位置を非接触で検出して、燃料液面位置の変化量か
ら燃費を算出することを特徴とする車両の燃費検出方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は車両等の燃費検出手段に関し、さらに詳しくは自動車の運転中に燃料消費量を正
確に測定し、走行距離に応じた燃費を精密に算出して表示する燃費検出表示装置に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
最近の自動車の燃料消費量の節減に関する技術は、従来のエンジン本体の改良に加え、動
力源に電池等を併用するハイブリッド車の出現に見られるように、近年著しい発展を遂げ
、さらに改善が続けられている。いかに優れた燃費の車両を開発するかは、車両メーカに
とって永遠の課題といってよい。更に昨今は燃費の改善は、単に燃料の節減という経済的
なメリットの追及だけでなく、排気ガスの低減に伴い地球温暖化の防止につながるという
観点から、車両メーカーのみならず消費者にとっても大きな関心の的となっている。
【０００３】
燃費とは言うまでもなく単位燃料当たりの走行距離数である。すなわち燃費は
走行距離÷燃料消費量・・・・（１）
で表される。燃費は車両の構造、積荷の重量、道路の状態、車両の走行速度、運転方法等
様々な要因によって変化する。燃費は運搬という目的を達成するためには一義的には車両
の構造に負うところが大きく、車両メーカーは燃費の向上を目的として、エンジン他車両
の構造改善に懸命の技術開発を続けている。
【０００４】
しかし、今日の状況を見るに、車両の運転者が燃費の向上を意図して運転方法に十分な注
意を払っているとは思えない。これは、今日の車両には燃費を表示する燃費検出装置が備
わっていないからである。燃費を算出する上記（１）式のうち、分子の「走行距離」に関
しては実用上十分な精度の距離計が備わっている。しかし、分母の「燃料消費量」に関し
ては、現在は運転者が燃料補給の要否を判断するための大まかな燃料保有量を示す燃料計
しか装備されていない。
【０００５】
例えば、従来産業界で一般に実用化されている燃料計の液面計としては、図９（ａ）～（
ｃ）に示すような各タイプが使用されるが，自動車業界では液面上の浮きを使ったフロー
ト方式図９（ａ）が専ら採用されている。図９（ａ）は液面に浮きを配置し、浮きの上下
動を電気信号に変換して取り出す方式のものである。図９（ｂ）は気相部と液相部との圧
力差を利用した差圧方式である。図９（ｃ）は容器外部に取り付けた補助容器中に入れた
チューブの浮力を利用したトルク・チューブ方式である。これらのうちフロート方式の液
面計は、軽量かつ安全でガソリンや軽油のような可燃物に用いても着火や爆発源となる恐
れがないため、現在は殆どの乗用車、トラック等の容器内の燃料保有量の検出に使用され
ている。
【０００６】
しかし、この種の検出器は、電気信号に変換してデジタル表示させた場合、精度の上では
、せいぜい有効数字で２桁が限界である。かつ車両のように、その容器が平坦地のみなら
ず傾斜地に置かれる場合には、容器の水平度と燃料の液面に傾きが生じ、燃料保有量の表
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示に誤差が表れる。このため燃料保有量の下限に近い状態で走行する時に、坂道にさしか
かると往々にして「燃料下限警報」が点灯したり点滅したりする経験をする。これは従来
の方式では、フロート式の液面計の検出部である浮きの取付け位置が特に指定されず、か
つ単独のために起こる現象である。従って容器が傾斜した場合、その容器内の燃料の容量
を正確に知るには液面の傾きを検出しなくてはならず、かつ傾きを正確に測定するには検
出部の浮きの数を増やさなくてはならない。
【０００７】
また浮きの位置から正確な液面の表示に変換するためには、精密な機械的伝達機構を必要
とする。このため従来のフロート式の液面計は、数量を有効数字で３桁以上の燃料保有量
の表示を必要とする場合や保有量の差から燃費を計算する等の場合等には使用できず、現
状では燃料の凡その保有量を示すいわば『目安の計器』として使用されている。図１０に
は、現在一般的に大型トラックに使用されている燃料容器のフロート式液面計の一例を示
す。
【０００８】
燃料の残有量の表示については、市販の大部分の車両は一般的にはアナログ式の保有量を
示す表示器や容量の下限警報機は取り付けているが、例えば有効数字で３桁以上判読でき
る表示器や燃料の変化量を示す表示器を取り付けている例は皆無に近い。
【０００９】
従って精度を要求される燃費の表示に関しては、全ての自動車メーカーは、「カタログ」
には測定条件を付記して、特別に燃料消費量を計量する測定器を搭載した実験車による数
値を提示しているが、市販の車両に燃費の表示装置を取り付けている例も皆無に近い。
【００１０】
一方、燃料消費量を正確に把握して燃費を算出する手段として、燃料消費の流量を測定す
る方法がある。車両メーカーの試作車等の燃費測定には、この種の流量測定器を搭載し、
テスト・コース等を使って各種走行モードにおける燃費が正確に測定されている。しかし
、この方法は車両走行の生命線ともいえる燃料供給系統に接触式の流量計を取り付けなけ
ればならず、万一この流量系で燃料の流れれに支障が生じた場合、車両の走行が不可能に
なる危険性を持つ。従ってテストコース等の走行では問題とならないが、例えば一般車両
の高速道での走行を想定した場合、これらの異常想定に対する慎重な防護策が不可欠とな
る。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、光や音波等を用いた非接触式の正確な液
面検出装置と既存の走行距離計を組合わせることにより、任意の時間帯や任意の走行区間
当たりの燃料の正確な保有量と消費量を検出し、燃費の正確な情報を車両の運転席から知
ることのできる装置を提供することを課題とする。
【００１２】
【課題を解決しようとする手段】
本発明では、燃料容器内の燃料保有量を検出する手段と車両の走行距離を検出する手段を
用い，燃料保有量の変化量から求めた燃料消費量と走行距離とを電気信号に変換して取り
出し、これら電気信号から燃費を計算する演算装置と算出された燃費を表示する手段を準
備した。
【００１３】
かつ燃料容器内の燃料保有量を正確に検出する手段として、燃料容器の直胴部に対して直
角をなす断面に垂直で、燃料容器の容量測定上の中心点（以下、「容量重心点」と略す）
を通る線上の燃料液面位置を非接触方式で検出する方法を採用した。ここでいう燃料容器
の直胴部とは燃料容器を水平に置いた場合、燃料容器内の液面に対し垂直に位置する燃料
容器の胴体部分をさす。この方法により、たとえ容器が傾斜した状態で停車したり揺れた
りしても、燃料容器内の燃料保有量を正確に検出することが可能となり、燃料の供給経路
には全く手を加えることなく燃料消費量を計測することが可能となる。
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【００１４】
更に本発明では、燃料保有量の変化量から求めた燃料消費量と走行距離とを電気信号に変
換して取り出し、これら電気信号から燃費を計算する演算装置と演算結果を表示する表示
装置を備えた。以下に本発明の詳細を説明する。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態の一例を図１「本発明の装置構成の一例を示す図」を参照して説明す
る。図１において、１は燃料タンク等の燃料容器であり、その天井に液面検出器２（セン
サ付き）が取り付けられている。センサとは、検出器で主に発信と受信の機能を行なう部
品をいう。液面検出器２を取り付ける天井は、通常は容器の直胴部に対し直角であるが、
車両空間上の制約や容器の強度を補強するため、天井の一部を平面以外の形状にすること
も行われる。これとは別に車両の走行距離計３が取り付けられている。両者からの信号は
演算装置４に送られ、ここで燃料の保有量、変化量および燃費（走行距離÷燃料消費量）
が計算される。燃費の表示単位は（ｋｍ／Ｌｉｔｅｒ）である。計算結果は運転者の近傍
に取り付けられた表示装置５に表示される。
【００１６】
　本発明で最も重要なのは液面検出器２である。液面検出器２は時々刻々の残存燃料の液
面を正確に検出し、その変化量から燃料消費量を正確に把握できることが必要である。そ
のため本発明では、燃料液面を測定しようとする燃料容器の天井に液面検出器２のセンサ
を取り付ける。この液面検出器２は図２に示すように「容量重心点Ｇ」を通り、燃料容器
の直胴部に平行な直線Ａ－Ａ′上の燃料液面を検出するように取り付ける。「容量重心点
Ｇ」とは、容器内の液体容積を測定する場合の代表的な高さを示す位置をいい、例えば容
器が長方形の箱型である場合は、その前後および左右の中心点に相当する位置をいう。こ
の位置における燃料液面の高さｈは、万一燃料容器が前後左右に角度θ１、θ２だけ傾斜
しても、燃料容器内の燃料容積が一定ならば、常にその高さが変わらず同一の位置にある
という特色を持つ。
【００１７】
　今、図３（ａ）、（ｂ）に示すような底面積Ｓ、高さＨの直方体からなる箱型の燃料容
器１について考えてみる。燃料容器１が水平に置かれている時（図３（ａ）の場合）、天
井からの距離ｈに燃料液面がある時は、燃料体積Ｖは
　　　　　　Ｖ＝Ｓ×（Ｈ－ｈ）・・・・（２）
で表される。ここでＳとＨは燃料容器に固有な一定の値である。従ってＶが一定であれば
、ｈも一定であることが判る。燃料容器がどう傾いても、ｈは一定である。燃料容量が変
化した場合も液面中心点Ｇ（容量重心点）の軌跡は、図２において常に直線Ａ－Ａ′上を
移動する。従って容器の天井の中心点Ａから燃料液面の中心点Ｇまでの距離ｈを正確に測
定すれば、残存燃料の保有量を正確に測定することができる。
【００１８】
また図３（ａ）、（ｂ）において燃料を消費して燃料液面ＭがＭ１からＭ２に下降して容
量重心点ＧがＧ１からＧ２に変化した時、天井からの距離ｈがｈ１からｈ２に変化したと
すれば、燃料消費量Ｆは
　　　　　　　　　　　Ｆ＝Ｖ１－Ｖ２＝Ｓ×（ｈ２－ｈ１）　…………　（３）
で示される。（３）式の関係は、燃料容器が傾斜した場合でも、変わらない（図３（ｂ）
の場合）。更に燃料を補給した場合、燃料の補給前後における燃料液面までの距離ｈを各
々測定して、（３）式に代入してやれば燃料の補給量を知ることができる。
【００１９】
　図３（ａ）、（ｂ）では燃料容器が直方体の場合について説明したが、本発明が適用で
きるのは直方体の容器に限定されるものではない。例えば図３（ｃ）に示すような断面を
有する燃料容器であっても、燃料容器が一定の直胴部Ｌを持つ容器であって、燃料液面が
直胴部Ｌの範囲を移動するものであれば、燃料容器の底部や上部は平坦でなくてもよいし
、凹凸の有るものでもよい。また直胴部Ｌの断面は正方形、長方形、円形等断面積が一定
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であればよい。従って燃料容器が車両空間上の制約で異形にせざるをえない場合や補強の
ため容器を異形にする場合でも、直胴部が有る限り利用可能で、殆どの燃料容器に適用で
きる。
【００２０】
本発明は液面の検出器のセンサを、容器の「容量重心点」の液面位置を測定できるよう正
確に取り付け、この位置で測定した液面の高さから液の保有量を求めるものである。測定
する位置が前記の重心点からはずれると容器が傾斜した場合正しい保有量を測定すること
ができない。従って従来のような「浮き」を使うタイプは、その測定精度が不十分である
ばかりでなく、図２の直線Ａ－Ａ′上を正確に移動させることが難しいので、本発明には
適用し難い。出来れば小型の光学式や超音波式のセンサを選択して、非接触方式で測定す
ることが望ましい。
【００２１】
例えばこのような液面検出用のセンサに関しては、昨今のフォト・エレクトロニクスや超
音波の利用技術の著しい発展の伴い、新たな技術革新が行われている。例えば株式会社キ
ーエンスの１９９９、２０００年版の商品カタログによれば、半導体レーザや超音波を使
った小型で高性能の液面検出用のセンサが、数多く掲載されている。また１９９９年１月
１８日付けの日本経済新聞によれば、オムロン株式会社が、発光素子と受光素子を一体化
して２ｍｍ×４ｍｍ×３ｍｍの大きさの光センサの開発に成功し、形状認識や距離計測に
高精度で対応できることを発表している。これらのセンサは測定波の発信部と受信部をコ
ンパクトに一体化したものである。
【００２２】
車両用の燃料容器に光学式や超音波式のセンサを使用する場合には、入射波および反射波
の軸を図２の直線Ａ－Ａ′上に配置すれば測定上問題はない。入射波および反射波の位相
差や時間差等から、容器天井の中心Ａから液面Ｇまでの距離ｈを非接触方式で正確に測定
することができる。
【００２３】
また液面の位置を正確に測定する方法として、本発明者等が先に提案（特願平１０－３７
８１７４）したように、液面に少なくとも３本以上の光線を照射し、このうち１本は容器
の一部に設定した水平基準線に対し垂直な基準線、他の２本以上の光線は前記基準線に対
して対称でかつ所定の角度（α）を有する傾斜光線であり、これら３本以上の光線の反射
角を受光し、前記基準光線による液面上の反射点から傾斜光線による各反射点までの長さ
（ｄ２，ｄ２，ｄ３，・・・）を測定する液面検知方法を用いても良い。この方法による
場合には、反射光を受光する受光部を移動させる必要はなく、液面が振動で波打つ場合で
も液面を正確に測定できる利点を有する。
【００２４】
例えば、車両が出庫してから所定区間走行した後、入庫した場合に燃料液面の高さ（Ｈ－
ｈ）から、燃料の保有量を知るには、センサから得られる電気信号を図４に示すような論
理図に基づいて計算する。まず、燃料保有量は、容器の形状から天井からの高さｈと容量
重心点を通る水平断面が囲む容量との関係式を予め演算装置に入力しておき、ここへ出庫
時と入庫時に実測した高さｈを代入してやれば容易に求めることができる。また燃料液面
の高さ（Ｈ－ｈ）を測定した時点の走行距離や測定時刺も同時に演算装置に記憶するよう
にしておけば、これらのデータを基に、任意の走行状態における燃費情報を得ることが可
能となる。例えば燃料を途中で補給した場合には、補給前後の液面の変化から演算器に補
給量を記憶させ、ある一定走行距離をその走行区間内で実際に消費した燃料量で割ること
により当該区間の燃費を得ることができる。
【００２５】
液面の高さを入力するタイミングは、業務用車両の場合は一般的には車庫からの出庫時、
入庫時とするケースが多いが、必要に応じ輸送の中継時、客先での到着時、高速道の休憩
時、または給油時等自由に選択することができる。さらに場合によっては、交差点におけ
る待機時等、測定頻度を短縮することも可能である。
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【００２６】
本発明で使用する走行距離計としては、一般の車両で通常使用されている車軸の回転数か
ら計測する方式のものが利用できる。車軸の回転数を電気信号に変換し、演算装置と組み
合わせて走行距離として扱えるように変換すればよい。
【００２７】
本発明では燃料容器内の液面の高さのデータから前記、演算装置を用いて燃費を算出する
。従って液面が大きく変動していると、正確な燃費の算出が困難となる。昨今の演算装置
は、データに変動がある場合は複数の入力データを取り入れ、これを平均化する演算機構
を備えているが、入力データにはバラツキが少ない方が望ましい。例えば、市販の車両の
３００リットル型燃料容器には、通常容器内に図５（ｂ）に示すように車両の進行方向に
対し直角の位置に縦の緩衝板８を複数の枚数取り付け、燃料の波動を押さえる工夫が施さ
れている。従来の浮きを使用した燃料計では、この種の緩衝板であれば十分である。本発
明のように高感度のセンサを使用した場合でも、車両が停止した後、データの入力までに
十分な時間が取れる場合には従来方式の緩衝板で問題はない。
【００２８】
しかし、例えば交差点におけるデータの入力時のように時間が十分取れない場合には、燃
料容器内に液面波動を防止する装置を取り付けることが望ましい。一般的には車両が停止
した際の燃料液面の波動は、燃料容器の容量が大きくなればなる程、波動の静止までに時
間を要する。このため本発明の場合は、センサで測定する対象の面積を極力、小さく限定
することが最も有効である。図５には、測定面積を小さくするために使用した波動防止対
策の一例を示す。図５（ａ）の例では測定部に円筒型の緩衝筒６のみを取り付けた場合を
示すが、測定対象の面積を小さくするものであれば、形状は角筒型でも多角型でも良く、
更に緩衝筒６を二重等に取り付けることにより波動防止効果を更に高めることができる。
緩衝筒６には小孔７またはスリットを多数設け、筒の内外の液面が一定になり易いように
する。緩衝筒６の長さは容器の直胴部とほぼ同じ長さにすればよい。緩衝筒の太さは、測
定ビームが緩衝筒から干渉を受けない太さで普通は直径６０～１００ｍｍ程度あれば良い
が、燃料容器１の大きさや液面検出器２の性能等により可変である。また図５（ｃ）のよ
うに緩衝板８と緩衝筒６を併用することは、何等支障はない。
【００２９】
本発明で使用する演算装置としては、公知のマイクロコンピュータが利用できる。必要な
機能としては先ず計測時点で液面検出装置２からの信号を液面深さに換算して燃料保有量
を算出する機能、車軸の回転数からの信号から走行距離を算出する機能が挙げられる。次
に、これらのデータから燃費を算出する機能が必要である。更に、これらのデータや演算
結果を記録するための記憶装置が必要である。記憶されたデータから走行距離当たりの燃
費を求めたり、一日当たりの燃費を求めたり、月間の平均燃費を求める等必要なデータを
算出するための演算機能を組み込めば応用範囲を広めることができる。
【００３０】
本発明は、燃料保有量の変化量と走行距離から燃費（走行距離÷燃料消費量）を計算し、
これを表示する表示部を備えている物である。表示部は単に燃費を表示する以外に、任意
の時間帯の燃料の正確な保有量や任意の走行区間の燃料消費量や補給量を表示することも
可能である。表示部の方式は特に制限はない。例えば運転席の見易い部位に、デジタル式
の表示部を設置することにより、運転者が時々刻々の燃費や正確な燃料保有量、消費量や
補給量等を知ることが可能になり、経済的でしかも環境保全に寄与する優しい運転をする
ことが可能になる。更に本データを車両から取り出してホストコンピュータに転記し、継
続的な燃料管理に利用することができる。例えば業務上、運行管理者の立場にある者の場
合は、日々の運行当たりの燃費を各運転手毎に継続的に管理し、正確で公平なデータを基
に最も経済的な運転を目指して、運転手への個別指導を行うことが可能である。
【００３１】
【作用】
本発明は、容器の傾きの有無に拘らず、容量重心点では常に液面が一定位置にあることを
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利用して、容器内の燃料保有量を正確に測定するようにして、その結果に基づき燃費を算
出しデジタル表示することにした。
【００３２】
【実施例】
（測定時間を決めるための実験）
本実施例では、直方体燃料容器の液面測定部分に、緩衝板８のみを設け緩衝筒を取り付け
ない場合と、図６（ｂ）に示すように緩衝板８と図６（ｃ）の緩衝筒６を併用した緩衝機
構を設けた場合とについて計測した。測定に先立ち燃料液面の波動の影響を調べるため車
両が停止した時間経過と液面測定値の関係を調べた。燃料容器は実用化されている燃料タ
ンクと同じ寸法と容量を持つ鋼板製の角型容器（幅６００ｍｍ、長さ１０３０ｍｍ、高さ
５００ｍｍ、図６（ａ）を参照）を使用した。燃料容器上面の長方形の対角線交点に超音
波センサ２を超音波の発信軸が容器上面に垂直となるように正確に取り付けた。燃料容器
内には軽油（密度０．８３５ｇ／ｃｍ３、動粘度３．４７ＣＳｔ）を所定量充填した。図
７には、測定に用いたシステムの構成を示す。センサ２からのアナログ信号はＰＣカード
型データ収集システム９に送り、ここからノート型パソコン１０に取り込んでデータの波
形収集、解析を行った。使用したセンサおよびデータ収集システム９の主な仕様は表１お
よび表２の通りである。
【００３３】
【表１】

【００３４】
【表２】



(8) JP 4415401 B2 2010.2.17

10

20

30

40

50

【００３５】
測定結果を表－３に示す。表中、右欄は前記緩衝板８と緩衝筒６を併用した緩衝装置を取
り付けた場合、左欄は緩衝筒６の緩衝装置を取り付けなかった場合の結果を示す（図５　
参照）。容器は、実際の車両の走行と停止を想定して、各測定時に同一の振動を与えた。
表３中の液面までの高さ（ｍｍ）は、各測定時において２回／秒の間隔で５秒間に１０回
測定し、その平均値で示した。また、この測定時の経過時間に対する液面波動の減衰曲線
を図８に示す。図中８（ａ）は、緩衝筒のない場合、８（ｂ）は緩衝筒を併用した場合で
ある。これらの結果から、緩衝筒を併用した場合には、車両が停止した後２０秒を経過す
れば液面の波動はおさまり、実用上支障のない液面測定ができることが判り、緩衝筒の効
果が確認された。また緩衝筒を使用しない場合は、４０秒経過後に測定すれば良いことが
判明した。
【００３６】
【表３】

【００３７】
（実施例１）
前記実験例と同一の燃料容器および同一の計測システムを搭載した車両を使用して、前記
実験例と同一の測定方法を使用して、実際の一走行当たりの燃費を計測した例を示す。液
面の測定をするまでには車両停止後３０秒以上が経過していた。燃費の計算に当たっては
、燃料タンクの液面の変位差から「燃料の消費量」を求め、車両の走行指示計の距離差か
ら「走行距離」を求めた。燃費は、燃費＝（走行距離）／（燃料消費量）で計算した。単
位はｋｍ／Ｌｉｔｅｒである。測定結果を表４に示す。表中、Ａ欄は本発明に基づいて測
定した結果である。またＢ欄は、確認のため燃料容器の側面に連通管式のスケールを取り
付け、車両を水平に停車させたのを確認して、スケールの読取り値から計算で燃料消費量
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を求め、燃費を算出した値である。Ｃ欄には比較のために既存の車両に取り付けられてい
るフロート式燃料計の読みを示す。表４から判る通り、本発明によれば、何ら計測の手段
を煩わすことなしに、任意の走行区間に対して正確な燃費を知ることが可能である。一方
、既存の燃料計から燃費を求めることは不可能であった。
【００３８】
【表４】
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燃費の測定結果を、表４に示す。
【００３９】
（実施例２）
実施例１と同様な車両を使用して、途中ガソリンスタンドで給油した場合の一走行当たり
の燃費を計測した例を示す。給油前の液面の測定は、ガソリンスタンドに入り車両を所定
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位置に停車し、３０秒後に行った。給油後の液面の測定は、給油を開始し所定量充填した
後、３０秒後に行った。液面までの高さの測定は、実施例１と同様１０回の平均値で示す
。燃費の計算は、前述の方法と同じ計算法で求めたが途中で燃料の補給を行ったので、燃
料の消費量については、補給量分を補正した。測定結果を表５に示す。表中、Ａ欄は本発
明に基づいて測定した結果である。またＢ欄は、比較のため車両に取り付けられている既
存のフロート式燃料計の読みを示す。表５から判る通り、本発明によれば、途中ガソリン
スタンドで燃料を補給した場合でも、何ら計測の手を煩わすことなしに任意の走行区間に
対して正確な燃費を知ることが可能である。一方、既存の燃料計から燃費を求めることは
不可能であった。
【表５】

【００４０】
【発明の効果】
本発明の効果は、従来、運転管理の面で最も重要な項目であった「燃料保有量と変化量の
正確な把握」と「燃費の実績」が運転席から監視可能となる。これは従来の燃料計からで
は、全く不可能なことであった。本発明によれば燃費の監視が、単にトラックやバス業界
等における燃料費の節約という経済効果の追及に加え、地球環境の保全に向けて一般消費
者の意識向上にも貢献すると思われる。また「燃費の実績値」がメ－カ－のカタログ表で
の記載から、実際に走っている車両から得ることが可能となり、将来の燃費の改善に向け
て使用者側からの『生きたデータ』が入手でき、環境保全の指導者やメ－カ－側にとって
も貴重な情報を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の装置構成の一例を示す図である。
【図２】「容量重心点」を説明する図である。
【図３】容器中の液面位置の測定原理を説明する図である。
【図４】燃費を求める論理図である。
【図５】波動防止装置を示す説明図である。
【図６】実施例における燃料タンクの構造を示す説明図である。
【図７】実施例における機器の配置と構成を示す説明図である。
【図８】実施例における液面の波動の減衰曲線を示す説明図である。
【図９】従来使われている液面計の説明図である。
【図１０】従来、使われている車両の燃料タンクの液面計の一例を示す説明図である。
【符号の説明】
１　燃料容器
２　液面検出器
３　走行距離計
４　演算装置
５　表示装置
６　液面波動防止用の緩衝筒
７　同　緩衝筒表面の小孔
８　液面波動防止用の緩衝板
９　ＰＣカード型デ－タ収集機
１０　ノ－ト型パソコン
１１　浮子

【図１】

【図２】

【図３】



(13) JP 4415401 B2 2010.2.17

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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